
 

多 度 津 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

 

 令和４年１月２０日午前９時００分より午前９時４２分、多度津町農業委員会の会

議を多度津町役場２階第一会議室において開催する。 

 その状況は次のとおり 

 

 

議案第１号   農地法第１８条第６項の規定による通知及び使用貸借解約通知につ

いて 

 

議案第２号   農地法第５条の規定による許可申請について 

 

報告      その他 

 

 

 

 



出 席 状 況 

出 席 委 員 

 農業委員（１３名） 

議  長      大 西 和 芳 

職務代理者（２番）      土 田 敏 雄 

職務代理者（３番）      山 﨑 義 行 

４番委員      三 野 敏 彦 

６番委員      斯 波 明 美 

７番委員      矢 野 和 幸 

８番委員      中 村  稔 

９番委員      秋 山 義 充 

１０番委員      伊 達 和 博 

１１番委員      山 崎 賢 三 

１２番委員      篠 原 壽 雄 

１３番委員      西 山 正 美 

１４番委員      細 川 清 二 

 

 農地利用最適化推進委員（８名） 

１番委員      堀 家  徹 

２番委員      眞 鍋 憲 明 

３番委員      中 北 一 郎 

４番委員      大 谷 泰 則 

５番委員      山    地         文 

６番委員      池 田 一 普 

７番委員      村 井 文 数 

８番委員      宮 武 良 充 

 

欠 席 委 員 

農業委員（１名）        ５番委員      横 關 幹 夫 

農地利用最適化推進委員（０名） 

農業委員会事務局職員 

         事務局長  海田 康弘 

                  農地係長  吉田 清司 

         主任主事  中西 祐太 
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審  議  内  容 

 

事務局長    それでは、ただいまから多度津町農業委員会定例会を開催いたしま

す。 

 初めに、大西会長よりご挨拶を申し上げます。 

（会長挨拶） 

事務局長    ありがとうございました。 

 続きまして、本日の出席状況についてですが、横關委員さんが所用

のため欠席との連絡がありましたので、ご報告いたします。 

 本日は、農業委員１４人中１３人が出席していますので、多度津町

農業委員会会議規則第６条の規定にあります委員の過半数に達してい

ますので、本会が成立していることをご報告いたします。 

 続きまして、議長の選出についてですが、多度津町農業委員会会議

規則第４条に、会長は議長となり議事を整理することになっています

ので、大西会長にお願いしたいと思います。 

議長      それでは、早速進めたいと思います。 

 まず最初に、本日の署名委員を指名させていただきたいと思いま

す。８番の中村委員さん、それから９番の秋山委員さん、よろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 続きまして、昨日の小委員会の報告を眞鍋委員さんのほうからよろ

しくお願いします。 

眞鍋委員    おはようございます。 

 昨日の午前９時から第１会議室におきまして、議案第１号から議案

第２号まで審議いたしました。 

 議案第２号につきましては、現地に行き事務局から説明を受け、確

認しましたが、特段問題はありませんでした。 

 以上になります。 

議長      ありがとうございました。 

 ただいまの昨日の小委員会の報告を受けましたけれども、これにつ

きまして何かご意見、ご質問がありましたらよろしくお願いします。 

 特にございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      ないようですので、議案のほうの審議を行いたいと思います。 

 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知及び使用貸借

解約通知について（報告）を議題といたします。 
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 事務局より説明をお願いします。 

事務局     議案第１号をご覧ください。 

【議案第１号１番から５番について 議案書を基に朗読】 

番号１番の補足といたしまして、解約した農地につきましては、香

川県農地機構を通じて貸借していたものを解約しました。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 ただいま報告がありましたけども、これにつきまして何かご意見、

ご質問がありましたらよろしくお願いします。 

推１番委員   農地機構から下所みのる会に貸しますよね。これ労力不足という表

現というのはどういうことですか。 

事務局     これは、解約の申請書に法人から労力不足ということで記載があり

ましたので、記入させていただきました。 

議長      ●●委員さん、地元ということで、何か補足的なことがもしあれ

ば。 

１４番委員   高齢になったメンバーの人が抜けたことや、実際にできなくなった

ことが理由です。 

議長      ●●委員さん、よろしいですか。 

 ほかに何か。 

（なし の声あり） 

議長      ないようですので、一言私のほうからも補足ということではないの

ですけど、お願いというようなことで、昨日の小委員会でも若干、話

も出ていましたけども、１番につきましては、ここ２年間農地機構の

ほうで後の借手の方を探すということにもなりますし、確定ではない

そうですけども、３番、４番につきましては、この後借りてもらえる

人がいるそうです。ただ、その残りにつきましても、この面積だけ見

ても割合優良農地のような気もいたしますので、先ほどの１番のとこ

ろもそうですけども、含めてそれぞれの地元の委員さんはもとより、

他の委員さんについても、こういう農地を将来荒廃農地になるのは非

常に懸念されるところもありますので優良農地化に向けて、気に止め

ていただきたいなというふうにも思いますので、どうぞひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      ないようですので、議案第１号につきましては報告案件ということ
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でご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請につ

いてを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

事務局     議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について。 

         【議案第２号１番について 議案書を基に朗読】 

 番号１番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明しま

す。 

 農地の区分と目的につきましては、都市計画法の用途地域内である

ことから、第３種農地であると判断しております。転用理由として宅

地拡張用地となっておりまして、まず農地の区分と目的につきまして

は適当であると判断しております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は令和４年４月１日、工事

完了が令和４年７月３１日となっていますので、転用の確実性は認め

られます。資金証明書を添付しております。転用面積については１，

０００平米以下のため、町建設課の開発許可の協議には該当いたしま

せん。 

 以上、１件につきまして、今回の転用は集団農地を分断するもので

はないと考えられ、また被害防除計画も適切であると考えられるた

め、周辺の農地に支障はないことなどから、許可要件を全て満たして

いると考えております。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 ただいま事務局より説明がありましたけども、これに関してご意

見、ご質問よろしくお願いいたします。 

 特にございませんか。 

推１番委員   親子になります。子供の車を置くそうです。 

議長      今、地元の委員さんのほうからも話があったとおり、地元の委員さ

んのほうからも特に問題はないかなというふうなご意見でございま

す。 

 ほかにございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      特にないようですので、議案第２号につきまして承認することにご

異議ございませんか。 

（異議なし の声あり） 
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議長      ありがとうございました。異議なしということで、議案第２号を承

認といたしたいと思います。 

 冒頭に若干触れましたとおり、今月の議案については以上でござい

ます。 

 その他のことにつきまして、事務局よりご報告をお願いします。 

事務局長    事務局より３点ご報告させていただきます。 

 １点目は相続届出について、２点目は来月分の農地機構貸借案件に

ついて、３点目は農作業後の対応についてです。 

 初めに、相続届出についてお願いします。 

事務局     今月は、相続届が２件提出されております。書類につきましては、

個人情報の関係から小委員会に出席されました委員さんと担当地区の

委員さんにお配りしております。配付資料をお持ちの委員さんは、お

取扱いに十分ご注意ください。もし不要であれば、事務局のほうまで

お返しください。 

 ●●さんから、子の●●さんへ相続したという届出と、●●さんか

ら、子の●●さんへ相続したという届出です。 

 以上です。 

事務局長    続きまして、来月分の農地機構貸借案件についてお願いします。 

事務局     Ａ４横の農地中間管理事業対象農用地等総括表の資料をご覧くださ

い。 

 こちらに記載されております貸借案は、１月２７日より１週間、農

地機構のホームページにて掲載されます。ご確認をよろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

事務局長    ３点目は、農作業後の対応についてお願いします。 

事務局     農作業後の対応について連絡いたします。 

 農作業でトラクター等を使用した場合、タイヤに土がついている可

能性があるため、十分に土を落としてから道路を走行してください。

道路上に農作業後の土が落ちており、交通に支障を来しているという

苦情が住民よりあります。また、件数といたしましては、年間１、２

件程度になります。委員の皆様におかれましては、地域の方々への周

知等をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 以上、その他の報告ということで、３点ほど事務局よりありました
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けれども、それにつきまして何かご意見、ご質問等あればよろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 特にございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      ないようですけども、またこれも私のほうからお願いというふうな

ことで聞いていただけたらと思います。これも昨日の小委員会のとこ

ろでも議論をしたところでございますけども、今報告がありました３

点目の農作業後のトラクターの泥が道に落ちているという、苦情が来

てるということで、私の経験上、トラクターだけでなくて、コンバイ

ンも農地の条件によって、いろいろ落ちる量的なことも変わってくる

かと思います。交通の妨げになるといえば相当な量かなという、そう

いう苦情かなという想像もしますけども、いずれにしても私も含めて

農業委員の皆さん方、またご近所、地区の皆さん方に啓発活動のとこ

ろで、気をつけてくださいねと、今のところは良いような感じなんで

すけども、私も昔仕事をしてたところにもこういったことや、例えば

予防するときは、特に最近は減っているんですけども、粉剤等々で水

稲を予防するとか、早朝や深夜にトラクターで草刈りをしたときに騒

音問題とか、昔から比べて多くなってきとるのも実情かと思います。

そういったところで、もしこれ以上の何かの対応を取らなければいけ

ないという、警察も含めてそういったところから出てくれば、自治会

とか、ＪＡのほうにもお願いをして、いろんな方向での啓発活動もし

ていかなければいけないかなと。過去の事例からしますとそういうこ

とも考えられますので、そういったところの騒ぎにならないように、

できる限りお互いに気をつけていっていただきたいなというふうに思

っております。これもいろいろ条件、環境が違うと思いますけども、

一部ではないと思いますけど、営農集団等々につきましては、作業機

が過ぎた後、掃除をする係といいますか、そういった格好で後々撤去

して取り除いていくようなやり方もしておるのを聞いておりますの

で、いずれにしてもできる限りのことをしていただきたいなというふ

うに、こんな席で口幅ったいことを申し上げますけど、お互いに気を

つけていただきたいなというふうに思いますので、今後ともよろしく

お願いをしたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

１１番委員   苦情が出たというのは何件ですか。 

事務局     年に１、２件程度です。 
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１１番委員   地域はどこら辺りか教えてくれますか。 

事務局     先日ありましたのは、山階と奥白方の間ぐらいです。どういう状況

かというと、日曜日に警察から町宿直へ、家の前の道路上に農作業後

と思われる土が落ちているという連絡がありました。翌月曜日に宿直

から書類をもらい確認すると町道でしたので、道路管理者の建設課へ

この旨を伝えました。月曜日は雨が降っていまして、建設課が現場確

認をすると雨で流されていました。農作業後の土なのか、工事車両の

土なのかは分からないのですが、私どもの対応としては、道路管理者

への連絡と、この農業委員会の場で説明をするという形を取りまし

た。 

１１番委員   我々も、今年麦まきをしていたらトラクターのタイヤに、かなりつ

いているのは、ほうきを持ってきて掃きますけど、少しならそのまま

にしています。どの程度で苦情が来たのかというのは、ちょっと心配

です。 

議長      そうですね。苦情が出てる以上こういった啓発活動というふうなこ

とでご理解いただきたいなと思います。 

９番委員    そういうのは、大体限定されると思います。自分の家の前で何回も

あったから、報告があったのでしょう。産業課に連絡があったのです

か。 

事務局     日曜日に警察から宿直へ連絡があり、宿直から産業課へ連絡があり

ました。 

９番委員    そのときに、産業課の誰か現場へ見に行ったのですか。 

事務局     日曜日なので行っていません。翌月曜日に、課長から私へ連絡があ

りました。 

議長      先ほど言いましたように、お互いに気をつけながらやっていきまし

ょう。それで、これ以上問題が大きくなれば、過去にも経験が私もあ

りますけども、いろんな関係機関にお願いしてもう一つ上の啓発活動

もせないかんかなというふうにもなりかねませんので、今のところそ

ういったことでご理解いただきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      ないようですので、最後に来月の予定について事務局のほうからお

願いします。 

事務局長    引き続き、来月の予定についてご報告いたします。 

 ２月の小委員会は、１７日木曜日の午前９時から第１会議室で行い
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ます。当番委員は１１番山崎委員、推進委員は３番中北委員にお願い

したいと思います。 

 定例会は、１８日金曜日の午前９時から第１会議室で行います。署

名委員は１０番伊達委員、１１番山崎委員、１２番篠原委員のうち２

名の方にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 ここで、全体を通しまして何かご質問があればお受けしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 ございませんか。 

１３番委員   以前、堀江で見学をしますと言っていたような気がするのですが。 

議長      昨年から稼働し始めているので、委員の皆さん方の中でご希望が出

てくれば、●●さんに申出をしたらいいのではないかなというふうな

ことで言ったと思うのですけども、ご希望ですか。 

９番委員    今までの様な県内研修を、それに合わせたらどうですか。 

１３番委員   いつでもいいのですけど、どんなことをしているのかなと。 

議長      ●●さんのほうに●●委員さんから意見があった、施設を見る分に

ついては、事務局からしてもらいます。オリーブや、その周りで野菜

のいわゆるフィルム関係の試験的なこともやるという計画だったと思

うのですけども、コロナも無いというような時期もあろうかと思う。

そういうことも含めて●●さんに事務局は聞いてもらえますか。 

      その結果を見て、先ほど●●委員さんから話があった、研修会的な

ことが可能かどうかというのを検討していったらどうかなと思うので

すけども、そのような格好の進め方でよろしいですか。 

      どういう研修会をするかによっては、予算はほとんど無しでお茶代

ぐらいでいい場合もあれば、昼食を取らなければいけないという場合

もあり、いろいろ考えられますので、そこから先はちょっとここで確

定できませんので。 

事務局長    事務局からですけど、今年度の研修予算については、昨年１２月に

研修のほうをコロナの関係で中止延期という形になりましたので、そ

れを周知させていただいて、この３月補正で予算のほうは減額という

形で予算を落とすような措置をさせていただいております。新年度に

ついて、また研修費を予算計上しているような形になりますので、県

内研修等については新年度に入ってからの予算での支出のほうが、こ

のコロナの状況にはなりますが、研修等状況を見ながら、またご相談
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させていただけたらと思います。 

 先ほど、会長のほうからもありました予算のかからないような形と

いう見学等ができればという部分については、また事務局のほうで、

●●さんの予定と、今急激にコロナのほうがまた感染拡大しているよ

うな状況で、この受入れ等が調整できるかどうか分かりませんが、今

後そういう形で進めさせていただけたらと思いますので、今ちょっと

ここでは、いつどうこうするというような判断はできないので、また

ご相談させていただきながら進めさせていただけたらと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

議長      そういう格好で進めていくということで、よろしいですか。 

（異議なし の声あり） 

議長      いろんな条件が整って、進めていきたいと思いますので、どうぞひ

とつよろしくお願いします。 

      ほかにないようでしたら、冒頭にお断りしましたように早いですけ

ど、これで閉会したいと思いますけど、よろしいですか。 

（異議なし の声あり） 

議長      それでは、どうも今日はお忙しい中、ありがとうございました。 


